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1 本件講訟にぉぃて、鷹奮である藤井央妻 (以下、懸井氏らとぃぃます。)は、私が

ス 氏親子 (以下、 ハ 氏らとぃぃます。)の受動llkl煙痙にっぃての診断書を作成したことによリハ氏らが同診断齢を不1寺定多警
:「 ifi蓋 [激鮮醸進姦:轟轟晟[後轟」||氏ら銭訴松提起後に意見蓄等を作成したこ

控駒子の提起や進行を容易にさせたことが不法行為に該当すると彗て私に対しても擦害賭
償請求をしてぃるょぅです。

2 しかし、藤井氏らの主張する私の行為が不接行為に1亥当しないことは既に私の代理人
弁護士 :こ 作成 してもらった準翻:書溝i等で詳続に主張した通 りです。
私は、法律の専門家ではなぃので、私の行為が不法行為に該当するのかどぅかという

賠的漁ギ釈については法律の率Ps家でぁるり=卜 直1弁護士に畿 |ソ3を してもらい、藤井氏らの主
張する不湊行為が成立 しないことを確信 してお ります。

3 またギ事実として、私浄Iと'の ょぅにして藤井氏らが不法行為にi該 当すると主張する診
断書等の各文書を作成 した中か、診断湘容・i/そ の経紳については、男辮 訴訟において提
麟1し た書面で詳細に説明した通りです。

具体釣には、c平成30年 8月 318付「賀1出 に対する療磐書」
年 3月 28日 付「追力は 見書j(甲 o3)、 ◎令rll鷲年 7月 31日 付
24)、 ①2020年 1月 27懸 付「意見書」 (甲 25)、 ⑤令鴫12年 6

答弁書に対する所見」 (甲 26)で詳織に移1明 させてもらったつも
説明する必要性も感じてぃません。

4 藤井氏は本

“

懸 訟において 5o戸凛_Lに及ぶ朝いこじ書 (ヽ140)を作成 して独自の見解を
述べているょぅてり'が、

~lli域

:述 ll卜 :ξ 対していちいち反i命 すて,必要性はなl.・ と思‐_Iて おり
ます。1守 に、藤,lt氏 らは、ルーナューパーらと共に、ユーチュープ等寺通 じて、反作l_3
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くは自身の SNS等 の宣伝効果を■ったも●とすら難察せざるを11)ず、r

私がする主張や発言を耀ミ更に悪意を1で1っ て歪1鋳 |し て1取 り上げることが害場_短二豊.と 士L邊 _

ことから、できるだけ必要最低限の主張立譲をしたぃとぃぅ気持ちを持っております。
鐘し、藤井氏FyD陳述書では、無理 :こ 事実を壼曲する主張が含まれていると思われます

ので、なのため、2点だけ犠擁 したいと思います。

まず、私がJiblJ務 してぃた曝本赤十宇センターにおける診断書発行手続ですが、少なく
たもな、が神経内響`に 勤務 t′ ていた当時 1裁 、診察菫において医師かわ患者 :こ 診 1新書な交ホ|

した Lで、轟者がIJ院の事務憲爾で病院の4ifllり 自3を もらうとぃぅ手続が取儀れていまし
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いて、病鏡澤7定 の診断書の書:式 を使翼 して 聴 見蓄」とタイトルを変更 して文書を作成
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じくも子虔色「Jすること|ま 出来なかったと聴億 してぉります。

なお、藤井式は、殊更に私の診聯;書作成行為が近師法 20条違反であるとか、虚偽診  じグ ここなだしti。

時稽 作成戦いは行使リドに該喜するなどと主張していますが、この点については既に準備
書朦等で主張 した通 りですし、その法iな ぶ:細

1ま 検察庁において麟4に 判鞭lし て西いた通 り
です。この点についての藤井氏らの一方的な主張に力|し ては、私としても言ぃたいことはありますが、

              驚殿警霧灘螢守11↓弁誓す条迪反に該当するとか、虚偽診榊i書作成に該当すると鈴角撃釈や評豊競ズ
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涯蘇夕の該 顔 酵 こ 念めため付れ ますが、私が、予めプ 砥 らゃス 氏 心∫、均吹 との個で実態がないに

t,こ 毎 年して もかかわらず A:氏らが千畔 物領過紋症であろとか受動喫煙症であるとの診lJr書 を解成

も、藤井氏らの主張ナみ率濠僣為の成奮に1ま 関係ないとのことですので、敢ぇて理|れ な裏wいソれな彙よ
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サまり、藤井氏らの主張 ,1、 ハ :氏 もの別件訴訟瘍ゞ不当な訴訟であり、悔1訴訟提起や ド
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追行及ざ控鵞:等 ぃ ぃて、私が、お断書や意見書等を作ヵれ たことでこれを容易にした つ 粂 こ 反て、工 よ。
り、維持させたことな不繊行為とゴi張 してぃ懲ところ、そらをもA氏 らの方1件諌訟
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壽1蓄や意見書の内容のみを霧i極 にすれば地り、作成行為曲体が医師法に違反するかどう
か:ま 関係ないと鍮ことです。
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としても、裁1lniがそれらの文書をごのように「平憮:す ぅかな裁判官の l ll脅 i'|'ギ 1で あり、
り1″卜に、別件訴訟では輩、の,お llil卜 を根拠として藤井氏らの費理にょり=A氏 らの鷲
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が
竜生 したことまでは漱められませんでした。

また、1籐井餞らは、私が静稽i書 を作成 した亀と時、「
ハ 氏らが別総t訴識を提起 したこ

とだけではなく、岡診断書をお1燿」して、鶯理 織合ゃ警察への機客届をしたことで「受動
喫壇の被害を与えてぃる漱書選及び造の家族 と鋳弾されて人rtin争尊激及び平穏な生活を
書されない利益」を餞寄されたとも主張しているようです。しかし、私 ;ま 、目の前で化
学物鷲遍鐘症や受動喫煙療に曜患して書 しんでいる態者を助けるたうに、藪爾ミ 4寺にク
パ戦隅:係 の専P弩案とこかで、wlloを はじめとする世界的な策1見や私の経験等に基づいて
診購i億 したのでぁ り、患響でぁる̀ ハ 氏らが受elJ喫煙を発生させてぃると想定される方
に総鞣 まを提示すること|ま 魁1定 していますが、当然に管理織合や響察に提示することま
では懲定
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を務めております。当然、受動
囀煙被書音を救済することt懸 1静 として重要な資務の一・つと考えております。戦念なが
ら、鶴不は、WIO等からも喫頓輔 1が非常に運れた藤と評価されでおり、受動喫■li被

害者の救済機置は不十分なままです。ょうやく2020年 に受動喫煙鋳』L法 (改正健康増
進法)始:施行されましたが、住宅における受動喫煙被書についではまだ法規制が進んで
いません.そ のような中で、受動喫煙被害者が取れる締織は難られており、最終手段と
して議驚訟撻起もやむをf争 ない方法だと思います。VIlし 、受動1饗煙被害の事実がないと
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留、の作成 したi含断ずな呻∫言去提起す梯 とヽ
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協議の上で決定したと思いますほゝ 訴献提i毬 綾ゆ意見ぜ}鸞:も 向様に議:拠 として提出する

かどうかは1ヽ越人として検綴して頂いていると思います。

なお、沢||の事例を見てきた経験からi戴べますが、1喫煙者は二鬱チン依存症に覆患 し

ていることがほとんどです中で (こ れはWHOの 各燿告書、米国会衆術生総監幸饉歯書、

英国正立覆輔 告書停多数の資料からも明らかです)、

し、索身の行為を正当イヒしたくなる爾痺1が強 くあり、感箭的成い|ま 攻撃的になって、喫

煙の事実を否定したり、喫煙を正当イとしたり、被害者ぬ思い込みのせいにしたり、脚巣

関係を否定したり、喫鸞の被害を殊更に矮小
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しようとする傾向があるようです。本件
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藤井氏らは、私の勤数 である剛赤医療センタ…や虎ノ門泰[経センター1主整私を辞め

さ電るよう要求したり執毅な嫌がらせ行為なして澱り、本件縣訟書体も、藤ず|ミ 氏らによ

る意趣運 じ式いは難がらせ目的のものと考えぎるを得ませんし、更に言えば、検察庁に

おいて不起訴処//1が下されることが予態されゃことから、新たな配信のための材料が欲

t′ く・(本ギ懸 論を提起した進とすらあり得ると思われ、本件訴訟自体が、上記のとお

り、藤井氏らの工…チュ攣ブや SNS等の視鑢等を増やすための手段とされているのでは

ないかとも1鼈察せぎるを得ません。

撫型官におかれましては、このような難がらせと機か思たない話識については、早;鋼

:こ 終結して頂きたくお願い申し上げたいと思います。
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